
 

 

入札説明書受領書 
 

 

       

             件   名  AI 処理用 GPU カード  一式 

 

       

       

 

              会 社 名                          

 

 

 

              電 話 番 号                          

 

 

 

              氏   名                          

 

 

 

              受領年月日       年   月   日           

 

              ※受領時は名刺の提出（添付）もお願いいたします。 



 

 

 

 

 入 札 説 明 書 
 

 

 

 

 

AI処理用GPUカード 一式 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年１月８日  掲示公告 

北陸先端科学技術大学院大学 



入 札 説 明 書 
 

この入札説明書は，本件調達に係る入札公告（以下「入札公告」という。）のほか，本学が発注する調達契約に関し，一般競争に参加しようとする 

者（以下「競争加入者」という。）が熟知し，かつ，遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 

 

１．競争入札に付する事項 

  別記の１のとおり。 

２．競争加入者に必要な資格 

（１）国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第３１条及び第３２条に規定される次の事項に該当しない者であること。 

  ① 被保佐人，被補助人及び未成年者で必要な同意を得ている場合を除くほか，次の各号のいずれかに該当する者 

  （ア）当該契約を締結する能力を有しない者 

  （イ）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

  （ウ）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

  ② 次の各号のいずれかに該当し，かつ，その事実があった後２年を経過していない者（これを代理人，支配人その他の使用人として使用する者 

   についても，同様とする。） 

  （ア）契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし，又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

  （イ）公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し，若しくは不正の利益を得るために連合した者 

  （ウ）落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

  （エ）監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者 

  （オ）正当な理由がなくて契約の履行をしなかった者 

  （カ）前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行にあたり，代理人，支配人その他の使用人として使用した者 

  （キ）前各号に該当する者を入札代理人として使用する者 

（２）競争加入者に必要な等級は，別記の２のとおり。 

（３）契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

 



３．入札及び開札 

（１）競争加入者又はその代理人（以下「競争加入者等」という。）は，別添契約書（案），仕様書，物品供給契約基準を熟覧の上，入札しなければ

ならない。この場合において，当該契約書（案）等について疑義がある場合は，別記の５に掲げる者に説明を求めることができる。ただし，入札

後，契約書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 

（２）入札書及び入札に係る文書に使用する言語並びに通貨は，日本語及び日本国通貨に限るものとする。 

（３）入札書及び別記の１（６）に示した提出書類（以下「入札書等」という。）の提出場所及び受領期限は，別記の３のとおり。 

（４）競争加入者等は，次に掲げる事項を記載した別紙様式１による入札書を作成し，封書に入れ封印し，かつ，その封皮に氏名（法人の場合はその

名称又は商号）及び「２月２０日開札 AI処理用GPUカード 一式 の入札書在中」と朱書きし，直接又は郵送により（書留郵便に限る。）提出

しなければならない。この場合において，郵送により提出するときは二重封筒とし，表封筒に「２月２０日開札 AI処理用GPUカード 一式 の

入札書在中」と朱書きし，入札書等の受領期限（必着）までに送付しなければならない。なお，電報，ファクシミリ，電話その他の方法による入

札は認めない。 

  （ア）調達物品名 

  （イ）入札金額 

  （ウ）競争加入者本人の住所，氏名（法人の場合は，その名称又は商号及び代表者の氏名）及び押印 

  （エ）代理人が入札する場合は，競争加入者本人の住所及び氏名（法人の場合は，その名称又は商号及び代表者の氏名），代理人であることの表    

示並びに当該代理人の氏名及び押印（外国人の署名を含む。以下同じ。） 

（５）競争加入者等は，入札書の記載事項を訂正する場合は，当該訂正部分について，押印をしなければならない。 

（６）競争加入者等は，その提出した入札書の引換え，変更又は取消しをすることができない。 

（７）契約担当役は，競争加入者等が相連合し，又は不穏の挙動をする等の場合で，入札を公正に執行することができない状況にあるものと認めたと

きは，当該競争加入者等を入札に参加させず，又は当該入札を延期し，若しくはこれを取りやめることができるものとする。 

（８）競争加入者等の入札金額は，調達物品の本体価格のほか，輸送費，保険料，関税，据付調整費等の納入に要する一切の諸経費を含めて見積るも

のとする。 

   なお，落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは，その端数を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とし，競争加入者等は，消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず，見積った契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載するものとする。 

 



（９）競争加入者等は，別添契約書（案）に示す支払条件を十分考慮して入札金額を見積るものとする。 

（10）開札は，競争加入者等が出席して行うものとする。この場合において，競争加入者等が立会わないときは，入札執行事務に関係のない職員を立

ち会わせてこれを行う。 

（11）開札の場所（以下「入札場」という。）には，競争加入者等，入札執行事務に関係のある職員（以下「入札関係職員」という。）及び（10）の

立会い職員以外の者は入場することができない。 

（12）競争加入者等は，開札時刻後において入札場に入場することができない。 

（13）競争加入者等は，入札場に入場しようとするときは入札関係職員に身分証明書を提示又は入札権限に関する委任状を提出しなければならない。 

（14）競争加入者等は，契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか，入札場を退場することはできない。 

（15）入札場において，次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させることができる。 

  ア．公正な競争の執行を妨げ，又は妨げようとした者 

  イ．公正な価格を害し，又は不正の利益を得るための連合をした者 

（16）競争加入者等は，本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人となることができない。 

（17）開札をした場合において，競争加入者等の入札のうち，予定価格の制限に達した価格の入札がないときは，再度の入札をする。この場合におい

て，競争加入者等の全てが立会っている場合にあっては直ちに，その他の場合にあっては契約担当役が別に定める日時において入札をする。 

４．入札保証金 

  入札保証金は，免除する。 

５．無効の入札書 

  次の各号のいずれかに該当する入札書は，これを無効とする。 

（１）入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出したもの 

（２）調達物品名及び入札金額のないもの 

（３）競争加入者本人の氏名（法人の場合は，その名称又は商号及び代表者の氏名）及び押印のない又は判然としないもの 

（４）代理人が入札する場合は，競争加入者本人の氏名（法人の場合は，その名称又は商号及び代表者の氏名），代理人であることの表示並びに当該  

代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの（記載のない又は判然としない事項が,競争加入者本人の氏名（法人の場合は，その名称又は商

号及び代表者の氏名）又は代理人であることの表示である場合には，正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。） 

（５）調達物品名に重大な誤りのあるもの 

 



（６）入札金額の記載が不明確なもの 

（７）入札金額の記載を訂正したもので，その訂正について印の押してないもの 

（８）入札公告において示した入札書及び提出資料の受領期限までに到達しなかったもの 

（９）その他入札に関する条件に違反したもの 

６．落札者の決定 

（１）有効な入札書を提出した者であって，予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 

（２）落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは，直ちに当該入札者にくじを引かせ，落札者を決定するものとする。 

（３）（２）の同価の入札をした者のうち，出席しない者又はくじを引かない者があるときは，入札関係職員以外の職員に，これに代ってくじを引か

せ落札者を決定するものとする。 

（４）落札者が契約担当役の定める期日までに契約書の取交しをしないときは，落札の決定を取り消すものとする。 

７．契約保証金 

  契約保証金は，免除する。 

８．契約書の作成 

（１）競争入札を執行し，契約の相手方が決定したときは，契約の相手方として決定した日から７日以内（契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情

があるときは，契約担当役が定めた期日まで）に別紙様式による契約書の取交しをするものとする。 

（２）契約書を作成する場合において，契約の相手方が遠隔地にあるときは，当該相手方が契約書の案に記名して押印したものを契約担当役に送付 

  し，これに契約担当役が記名して押印するものとする。 

（３）（２）の場合において契約担当役が記名して押印したときは，当該契約書の一通を契約の相手方に送付するものとする。 

（４）契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は，日本語及び日本国通貨に限る。 

（５）契約担当役が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ，本契約は確定しないものとする。 

９．契約条項 

  別添契約書（案）のとおり。 

10．入札者に求められる義務 

  競争加入者等は，入札公告において定められた要件等について，契約担当役から説明を求められたときは，開札日の前日までに競争加入者等の負 

 担において，完全な説明をしなければならない。 

 



11．その他必要な事項 

（１）契約担当役の氏名及びその所属の名称は，別記の４のとおり。 

（２） 競争加入者等又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については，全て当該競争加入者等又は当該契約の相手方が負担するものとする。 

（３）本件調達に関しての照会先は，別記の５のとおり。 



別 記 

１．競争入札に付する事項 

 （１）供給物品名     AI処理用GPUカード 

 （２）供給物品の条件   別紙仕様書のとおり 

 （３）納入数量      一式 

 （４）納入期限      令和８年３月３１日 

（５）納入場所      北陸先端科学技術大学院大学 

（６）提出資料    ・ 競争参加資格確認のための書類 

             (ア)  令和７年度の国の競争参加資格（全省庁統一参加資格）の資格審査結果通知書の写し        ･･･１部 

             (イ)  入札機器を納入できることを証明する書類（代理店証明書等その旨を明らかにした書類）       ･･･１部 

 (ウ)  国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第３１条及び３２条の規定に該当し      ･･･１部 

      ないことを申出る書類 

 

           ・ 納入できることを証明する書類 

(エ) 入札機器の技術仕様書 

技術仕様書は別冊の仕様書に示す技術的要件の項目に応じて入札機器の性能等を数値又は具体的    ･･･４部 

な表現で記載すること。 

(オ) 入札機器のカタログ，図面及び仕様を満たす根拠を示した書類                    ･･･４部 

(カ) 応札物品内訳書（本学要求仕様の構成に沿って記載したもの。）                   ･･･４部 

記載事項  品名，メーカー，規格，数量，単価（定価），総合計 

               (キ)  納入機器の設置日程表（搬入，据付，配線，調整期間等）                     ･･･４部 

(ク) 定価証明書                                           ･･･１部 

(ケ) 入札機器の納入実績表                                               ･･･１部 

   構成内訳が複数の場合は，製品別（メーカー別）に作成すること。なお，納入実績が全くない場合 

  はその証明書を提出すること。 

 



   納入実績表は，機器名，規格，数量，納入機関・部局名，納入年月日，定価，納入金額を記載する 

  こと。 

(コ)参考見積書                                         ･･･１部 

 

外国製品を含む場合は，下記の書類を提出すること。                           ･･･各１部 

               ① インボイス等通関関係書類 

                 提出できない場合は，その理由書を提出すること。 

               ② 定価設定時期証明書 

                 年月日まで記載すること。 

               ③ 国内代理店証明書 

                 原文の写し及び和訳 

               ④ 国内代理店の財務諸表（損益計算書） 

                 提出できない場合は，その理由書を提出すること。 

    ⑤ 輸入品目上の実行関税率及び品目番号 

                                    

              ※上記資料のほか，補足資料の提出を求める場合がある。 

 

２．競争加入者に必要な等級 

  国の競争参加資格（全省庁統一資格）において令和７年度に東海・北陸地域の「物品の販売」のＡ，Ｂ，Ｃ又はＤ等級に格付けされている者であ

ること。 

 

３．入札及び開札 

 （１）入札書等の提出場所 

     所在地  石川県能美市旭台１－１ 

     機関名  国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 

     部署名  総務部会計課調達係 



（２）入札書等の受領期限  令和８年１月２０日（火）１７時００分（郵送する場合には受領期限までに必着のこと） 

 （３）開札の日時及び場所 

     日 時  令和８年２月２０日（金）１４時００分 

     場 所  国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学産学官連携棟３階中会議室 

 

４．契約担当役の氏名並びにその所属の名称 

    所  属   国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 

    職  名   理事 

    氏  名   河野 広幸 

 

５．本件調達に関しての照会先 

    国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学総務部会計課調達係 

    電話番号  （直通）0761-51-1112 



 

申 出 書 

 

弊社は、「AI処理用GPUカード 一式」の一般競争入札の参加において、国立大学法人

北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第３１条及び３２条の規定に該当しないこ

とを申出ます。  

 

令和     年     月     日  

 

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中  

 

 

競争加入者  

 

（住所）  

 

（氏名） 



（代理委任状の参考例：支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合） 

 

委  任  状 

令和  年  月  日  

 

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中 

 

                      委任者（競争加入者） ○○都○○区○○１-１-１ 

                                 ○○株式会社 

                                 代表取締役 ○○○○○ 印 

 

私は，下記の者を代理人と定め，貴学との間における下記の一切の権限を委任します。 

 

記 

 

受任者（代理人）   ○○県○○市○○２-２-２ 

           ○○株式会社 

            支店長 ○○○○○ 

 

委 任 事 項    １．入札及び見積りに関する件 

           ２．契約締結に関する件 

           ３．入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 

           ４．契約物品の納入及び取下げに関する件 

           ５．入札代金の請求及び受領に関する件 

           ６．復代理人の選任に関する件 

           ７．前各項のほか契約に関する一切の件 

 

委 任 期 間    令和  年  月  日から令和  年  月  日まで 

 

受任者（代理人）使用印鑑 

 

 

（注）これは参考例（様式及び記載内容）であり，必要に応じて適宜追加・修正等（委任者が任意の様 

  式で作成するものを含む。）があっても差し支えないこと。 



委  任  状 
令和  年  月  日 

   

  国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中 

 

 

                              委任者  住所 

                                   氏名             印 

 

 

     私は，         を代理人と定め，下記の一切の権限を委任します。 

 

記 

 

  令和８年２月２０日開札の貴大学において行われる AI 処理用 GPU カード 一式 の一般競争入札に関する件  

 

 

 

      受任者使用印鑑 

 

 

 

 

 

 

 



委  任  状 
令和  年  月  日 

   

  国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中 

 

 

                              委任者  住所 

                                   氏名             印 

 

 

     私は，           を           の復代理人と定め，下記の一切の権限を委任します。 

 

記 

 

  令和８年２月２０日開札の貴大学において行われる AI 処理用 GPU カード 一式 の一般競争入札に関する件 

 

 

 

      受任者使用印鑑 

 

 

 

 



別紙様式１ 

 
入  札  書 

 

 

      調 達 物 品 名   AI 処理用 GPU カード 一式 

 

      入 札 金 額           金            円也 

 

 

       上記物品を供給するものとして，入札に関する条件を承諾の上，上記の金額によって入札します。 

 

 

        令和  年  月  日 

 

      国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中 

 

                         競争加入者   （住    所） 

                                 （氏    名，押印） 

 

 

 備考 

  （１）競争加入者の氏名は，法人の場合は，その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。 

  （２）代理人が入札をするときは，競争加入者本人の住所及び氏名（法人の場合は，その名称又は商号及び代表者の氏名）， 

    代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載し，かつ，押印すること。 



（別紙様式１の記載例：代理人が入札する場合） 

 
入  札  書 

 

 

      調 達 物 品 名   AI 処理用 GPU カード 一式 

 

      入 札 金 額           金            円也 

 

 

       上記物品を供給するものとして，入札に関する条件を承諾の上，上記の金額によって入札します。 

 

 

        令和  年  月  日 

 

      国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中 

 

                         競争加入者   ○○都○○区○○１-１-１ 

                                 ○○株式会社 

                                  代表取締役 ○○○○○ 

 

                         代 理 人   ○○株式会社 

                                  ○○支店長 ○○○○○   印 

 

 

代理人のところにのみ 

押印願います 

開札日ではなく、実際の提出日を記載願います。 



（別紙様式１の記載例：復代理人が入札する場合） 

 
入  札  書 

 

 

      調 達 物 品 名   AI 処理用 GPU カード 一式 

 

      入 札 金 額           金            円也 

 

 

       上記物品を供給するものとして，入札に関する条件を承諾の上，上記の金額によって入札します。 

 

 

        令和  年  月  日 

 

      国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中 

 

                         競争加入者   ○○都○○区○○１-１-１ 

                                 ○○株式会社 

                                  代表取締役 ○○○○○ 

 

                         復 代 理 人        ○○○○○○   印 

 

復代理人のところにのみ 

押印願います 

開札日ではなく、実際の提出日を記載願います。 



 

 

入  札  書 
 

 

      調 達 物 品 名   AI 処理用 GPU カード 一式 

 

      入 札 金 額           金            円也 

 

 

       上記物品を供給するものとして，入札に関する条件を承諾の上，上記の金額によって入札します。 

 

 

        令和  年  月  日 

 

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中 

 

                         競争加入者   住 所 

氏 名     印  



物 品 供 給 契 約 書（案） 

 

    供給すべき物品名  AI処理用GPUカード 一式 

 

    代   金   額  金             円也（消費税額及び地方消費税額を含む） 

 

 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 契約担当役 理事 河野 広幸（以下「発注者」という。）と   

（以下「供給者」という。）との間において，上記の物品（以下「物品」という。）について，上記の代金額で次の条項によって供給契約を結ぶ

ものとする。 

 

第 １条 供給者は，発注者に対し物品を供給するものとする。 

２ この契約において供給者が履行すべき給付内容は，仕様書及び供給者が入札に際し提出した技術仕様書その他の書類で明記されたもの

とする。 

第 ２条 物品は，北陸先端科学技術大学院大学に納品するものとする。 

第 ３条 物品の納入期限は，令和８年３月３１日とする。 

第 ４条 契約金額は，梱包，運賃，搬入及び据付費等を含むものとする。 

第 ５条 納品書は，北陸先端科学技術大学院大学総務部会計課に送付するものとする。 

第 ６条 代金は，物品検収後適法な請求書を受理後に１回に支払うものとする。 

第 ７条 代金の請求書は，北陸先端科学技術大学院大学総務部会計課に送付するものとする。 

第 ８条 契約保証金は免除する。 

第 ９条 納入場所へ納入するまでの一切の危険は供給者の負担とする。 

第10条 物品検収後向う１ヶ年間に, 引き渡されたこの契約の目的物が種類, 品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであることを

発見したときは，供給者は発注者の請求に応じ, 直ちに無償で目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を

するものとする。 

第11条 供給者の責に帰すべき事由により納入期限内に給付を完了することができない場合においては，発注者は，損害金の支払を供給者に請 

求することができる。 

   ２ 前項の損害金の額は，売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき，遅延日数に応じ，政府契約の支払遅延防止 

等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定に基づく，政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算し 



た額とする。 

第12条 この契約についての一般的約定事項は，国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学が定めた物品供給契約基準及び会計規則等によるも

のとする。 

第13条 この契約に定めのない事項について，これを定める必要がある場合は，発注者・供給者間において協議して定めるものとする。 

第14条 本契約に関する訴えの管轄は，北陸先端科学技術大学院大学所在地を管轄区域とする金沢地方裁判所とする。 

 

   上記契約の成立を証するため，発注者・供給者は次に記名し印を押すものとする。 

   この契約書は２通作成し，双方で各１通を所持するものとする。 

 

     令和  年  月  日 

 

                 発注者   石川県能美市旭台一丁目１番地 

                       国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 

                         契約担当役  理事  河 野 広 幸 

 

 

 

供給者    



 

別記第４号 
物品供給契約基準 
この基準は、物品の供給に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。 
（総則） 

第１ 発注者及び供給者は、契約書及びこの契約基準に定めるところに従い、日本国の法令を遵守し、こ

の契約(契約書及びこの契約基準を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければなら

ない。 
２ 供給者は、契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に発注者に引き渡すものとし、発注者は、そ

の売買代金を支払うものとする。 
３ 供給者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 
４ 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わな

ければならない。 
５ この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる言語は、日本語とする。 
６ 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 
７ この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる計量単位は、計量法(平成４年法律第５１号)
に定めるものとする。 

８ 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては、民法(明治２９年法律第８９号)及び商法(明
治３２年法律第４８号)の定めるところによるものとする。 

９ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 
１０ この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行

うものとする。 
 （権利義務の譲渡等） 
第２ 供給者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。た

だし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 
２ 供給者は、この契約の目的物及び第９第３項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者

に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承

諾を得た場合は、この限りでない。 
３ 供給者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る売買に必要な資金が不足す

ることを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、供給者の売買代金債権の譲渡につ

いて、第１項ただし書の承諾をしなければならない。 
４ 供給者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、売買代金債権の譲渡により得

た資金をこの契約の目的物に係る売買以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者

に提出しなければならない。 
（供給者の請求による納入期限の延長） 

第３ 供給者は、天候の不良その他供給者の責めに帰すことができない事由により納入期限までに供給契

約の目的である物品を納入することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入

期限の延長変更を請求することができる。 
 （著しく短い納入期限の禁止） 
第４ 発注者は、納入期限の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働

条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等

を考慮しなければならない。 



 

（発注者の請求による納入期限の短縮又は延長） 
第５ 発注者は、特別の理由により、納入期限を短縮又は延長する必要があるときは、供給者に対して納

入期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。 
（納入期限の変更方法） 

第６ 納入期限の変更については、発注者と供給者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から１４

日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、供給者に通知する。 
２ 前項の協議開始日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知するものとする。

ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第２の場合にあっては、発注者が納入期限変更の請求

を受けた日、第３の場合にあっては、供給者が納入期限変更の請求を受けた日)から７日以内に協議開始

の日を通知しない場合には、供給者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 
（検査） 

第７ 供給者は、物品を納入したときは、その旨を納品書により発注者に通知しなければならない。 
２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から１０日以内に検査を完了しな

ければならない。この場合においては、発注者は、当該検査の結果を供給者に通知しなければならない。 
３ 供給者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに、これを引き取り、発注者の指定する期間内に改

めて物品を完納し、検査を受けなければならない。 
（売買代金の支払） 

第８ 供給者は、第７第２項又は第３項の検査に合格したときは、物品代金請求書により売買代金の請求

をすることができる。 
２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適正な請求書を受領した日の属する月の翌月末ま

でに売買代金を支払わなければならない。 
３ 発注者がその責めに帰すべき事由により第７第２項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過

した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引

くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延

日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 
（部分払） 

第９ 供給者は、物品の完納前に、物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について、次項以下

に定めるところにより部分払を請求することができる。 
２ 供給者は、部分払を請求するときは、あらかじめ、当該請求に係る納入部分の確認を発注者に請求し

なければならない。 
３ 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から１０日以内に、同項の確認をするための検

査を行い、当該確認の結果を供給者に通知しなければならない。 
４ 供給者は、前項の規定による確認があったときは、物品代金部分払請求書により部分払を請求するこ

とができる。この場合においては、発注者は、適正な請求書を受領した日の属する月の翌月末日までに

部分払金を支払わなければならない。 
５ 部分払金の額は、第３項に規定する検査において確認した物品の納入部分に相応する売買代金相当額

の全額とする。 
６ 第４項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第１項及

び前項中「売買代金相当額」とあるのは「売買代金相当額から既に部分払の対象となった売買代金相当

額を控除した額」とするものとする。 
（契約不適合責任） 



 

第１０ 発注者は、引き渡されたこの契約の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しな

いもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、供給者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又

は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 
２ 前項の場合において、供給者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求し

た方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 
３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追

完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、

次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができ

る。 
(1) 履行の追完が不能であるとき。 
(2) 供給者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 
(3) この契約の目的物の性質又は当時者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなけ

れば契約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行の追完をしないでその時期

を経過したとき。 
(4) 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込み

がないことが明らかであるとき。 
（契約保証金） 

第１１ 供給者は、契約保証金を納付した契約において、売買代金額の増額の変更をした場合は、増加後

における総売買代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追

加契約保証金として発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。 
２ 供給者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証

金は、本学に帰属するものとする。 
（発注者の催告による解除権） 

第１２ 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告

をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した

時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでな

い。 
 (1) 第２第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 

(2) 正当な理由なく、納入期限を過ぎても納入しないとき。 
(3) その責めに帰すべき事由により納入期限内又は納入期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込

みがないと認められるとき。 
(4) 正当な理由なく、第１０第１項の履行の追完がなされないとき。 
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

 （発注者の催告によらない解除権） 
第１３ 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することがで

きる。 
 (1) 第２第１項の規定に違反して売買代金債権を譲渡したとき。 
 (2) 第２第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該物品供給以外に使用したとき。 
 (3) この契約の目的物を完納することができないことが明らかであるとき。 
 (4) 引き渡されたこの契約の目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した

上で再び供給しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 



 

 (5) 供給者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 
 (6) 供給者の債務の一部の履行が不能である場合又は供給者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を

明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 
 (7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契

約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行をしないでその時期を経過したと

き。 
 (8) 前各号に掲げる場合のほか、供給者がその債務の履行をせず、発注者が第１２の催告をしても契約

をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 
 (9) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号

に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に実質

的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 
 (10)  第１６又は第１７の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

(11)  供給者が次のいずれかに該当するとき。 
イ 役員等（供給者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、供給者が

法人である場合にはその役員、その支店又は常時物品供給契約を締結する事務所の代表者その他経

営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団又は暴力団員であると認

められるとき。 
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるい

は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認

められるとき。 
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

 （発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 
第１４ 第１２各号又は第１３各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、

発注者は、第１２及び第１３の規定による契約の解除をすることができない。 
 （発注者の任意解除権） 
第１５ 発注者は、物品が完納するまでの間は、第１２又は第１３の規定によるほか、必要があるときは、

この契約を解除することができる。 
２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって供給者に損害を及ぼしたときは、その

損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と供給者とが協議して定める。 
（供給者の催告による解除権） 

第１６ 供給者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その

期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時におけ

る債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 
 （供給者の催告によらない解除権） 
第１７ 供給者は、天災その他避けることのできない事由により、物品を完納することが不可能又は著し

く困難となったときは、この契約を解除することができる。 
 （供給者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 



 

第１８ 第１６又は第１７に定める場合が供給者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、供給者

は、第１６又は第１７の規定による契約の解除をすることができない。 
 （解除に伴う措置） 
第１９ 発注者は、物品の完納前にこの契約を解除された場合においては、物品の納入部分を検査の上、

当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引

渡しを受けた納入部分に相応する売買代金を供給者に支払わなければならない。 
２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、供給者の負担とする。 
３ 物品の完納後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び供

給者が民法の規定に従って協議して決める。 
 （発注者の損害賠償請求等） 
第２０ 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請

求することができる。 
(1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。 
(2) この契約の目的物に契約不適合があるとき。 
(3) 第１２又は第１３の規定により、この契約の目的物の完納後にこの契約が解除されたとき。 
(4) 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であると

き。 
２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、供給者は、売買代金額の１０分の

１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 
 (1) 第１２又は第１３の規定により、この契約の目的物の完納前にこの契約が解除されたとき。 
 (2) この契約の目的物の完納前に、供給者がその債務の履行を拒否し、又は供給者の責めに帰すべき事

由によって供給者の債務について履行不能となったとき。 
３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 
 (1) 供給者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５号）の

規定により選任された破産管財人 
 (2) 供給者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第１５４

号）の規定により選任された管財人 
 (3) 供給者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）の規定により選任された再生債務者等 
４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされ

る場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして供給者の責めに帰することができない事由

によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用しない。 
５ 第１項第１号の場合においては、発注者は、売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した

額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８

条第１項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率（以下「遅延利息率」という。）を

乗じて計算した額を請求することができる。 
６ 第２項の場合（第１３第９号又は第１１号の規定により、この契約が解除された場合を除く。）におい

て、第１１の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違

約金に充当することができる。 
（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第２０の２ 供給者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の１０分の



 

１に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 
(1) 供給者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁

止法」という。）第３条又は第１９条の規定に違反し、又は供給者が構成員である事業者団体が同法第

８条第１号の規定に違反したことにより公正取引委員会が供給者又は供給者が構成員である事業者団

体に対して、同法第４９条に規定する排除措置命令又は同法第６２条第１項に規定する納付命令を行

い、当該命令が確定したとき。ただし、供給者が同法第１９条の規定に違反した場合であって当該違

反行為が同法第２条第９項の規定に基づく不公正な取引方法（昭和５７年公正取引委員会告示第１５

号）第６項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として供給者がこれを

証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。 
(2) 公正取引委員会が、供給者に対して独占禁止法第７条の４第７項又は第７条の７第３項の規定によ

る課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。  
(3) 供給者（供給者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）が刑法（明治４０年法律第

４５号）第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑

が確定したとき。 
２ 供給者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の１０分の１に相当

する額のほか、契約金額の１００分の５に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払

わなければならない。 
(1) 前項第１号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第７条の３第２項又

は第３項の規定の適用があるとき。 
(2) 前項第１号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第３号に規定する刑に係る

確定判決において、供給者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 
(3) 前項第２号に規定する通知に係る事件において、供給者が違反行為の首謀者であることが明らかに

なったとき。 
３ 供給者は、契約の履行を理由として第１項及び第２項の違約金を免れることができない。 
４ 第１項及び第２項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、

発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 
５ 供給者は、この契約に関して、第１項又は第２項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、

速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。 
 （供給者の損害賠償請求等） 
第２１ 供給者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求

することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の

責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 
 (1) 第１６又は第１７の規定によりこの契約が解除されたとき。 
 (2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 
２ 第８第２項の規定による売買代金の支払が遅れた場合においては、供給者は、未受領金額につき、遅延

日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 
 （契約不適合責任期間等） 
第２２ 発注者は、契約の目的物に契約不適合があることを知った時から１年以内にその旨を供給者に通

知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償

の請求及び契約の解除（以下第２２において「請求等」という。）をすることができない。ただし、供給

者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 



 

２ 前項の通知は、不適合の種類やおおよその範囲を通知する。 
３ 発注者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時

効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 
４ 前各項の規定は、契約不適合が供給者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。

この場合において契約不適合に関する供給者の責任は、民法の定めるところによる。 
５ 引き渡された契約の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生

じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、

供給者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りで

ない。 
（賠償金等の徴収） 

第２３ 供給者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないと

きは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払の日まで国立大

学法人北陸先端科学技術大学院大学債権管理細則（以下「債権管理細則」という。）第１１条第１項に定

める割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき代金額とを相殺し、なお不足があるときは

追徴する。 
２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、供給者から遅延日数につき債権管理細則第１１条第１項に定

める割合で計算した額の延滞金を徴収する。 
（補則） 

第２４ この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と供給者とが協議して定める。 
の例による。 


